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地域密着型金融推進計画の取組み状況と

今後の推進計画について
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Ⅰ．地域密着型金融推進計画の取組み方針

当行は、平成２４年４月よりスタートした中期経営計画「東邦“一歩一歩”計画（“ステップ・バイ・ステップ”
プラン）」（計画期間：～平成２６年度）におきまして、「復興に向けた福島への貢献」「成長戦略の着実な遂行」
「経営体質の更なる強化」を重点課題とし、各種施策への取組みを実施してまいりました。

地域密着型金融の推進にあたっては、この「東邦“一歩一歩”計画（“ステップ・バイ・ステップ”プラン）」
および「地域密着型金融に関する基本的考え方」を踏まえ次の３項目の取組みを進めてまいりました。

１

【地域密着型金融の基本的考え方】 経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対する
コンサルティング機能の発揮
お取引先の経営目標の実現や経営課題の解決に向けて、外部機関と
連携しながら顧客企業のライフステージに応じた最適なソリューションを
提案します。

地域の面的再生への積極的な参画
地方公共団体等と連携し、地域における成長分野の育成や産業集積に
よる高付加価値化 など地域の面的再生に向けた取組みに積極的に

参画していきます。

専門的な人材育成への取組みや積極的な情報発信
コンサルティング機能の発揮や地域の面的再生への積極的な参画への
取組みを支えていくための専門的な人材の育成と積極的な情報発信に
努めていきます。

・地域との密接なリレーションシップを築き、地域経済
の発展と地域の人々の豊かな暮らしづくりに貢献して
いきます。

・お取引先企業の経営支援や地域経済の活性化と福島
の復興に取組みます。

・地域密着型金融のさらなる推進を図りながら、お客さま
から選ばれ続ける銀行を目指します。
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Ⅱ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

２

（１）創業・新事業開拓を目指すお客さまへのサポート

「創業・第二創業」ならびに「若手経営者」「成長分野

関連企業」、「ベンチャー企業」等の支援を目的に

平成２５年８月に「とうほう・次世代創業支援ファンド」

「とうほう・次世代創業支援ローン」を創設
１３件 ６６４百万円６件 ５２２百万円創業支援ローン

９件 ４７０百万円５件 ３００百万円創業支援ファンド

累計実績平成２６年度実績

（２）事業承継が必要なお客さまへのサポート

Ｂ．事業承継における「後継者問題対応等としてのＭ＆Ａ」業務への取組み

（ａ）対象先（譲渡・譲受企業）の直接紹介

（ｂ）Ｍ＆Ａ専門業者の斡旋

（ｃ）アドバイザリーサービスの提供

Ａ．事業承継支援への取組み

事業承継等で悩みを抱えるお客さまに対し、営業店

と本部が連携し課題解決に向けたサポートを実施

外部専門機関（コンサルティング会社）と連携し、

個社別に提案活動を展開

（月平均）

対応先数

２２．０先

２６４先

平成２４年度

２３．３先

２８０先

平成２５年度

２６．９先

３２３先

平成２６年度

６件５件２件成約件数

７０件５７件５９件相談対応件数

平成２６年度平成２５年度平成２４年度
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

３

（２）事業承継が必要なお客さまへのサポート

Ｃ．日本Ｍ＆Ａセンター主催「第２回バンクオブイヤー表彰」（※）において最高賞

となる「バンクオブザイヤー（成約実績優秀賞）」を受賞

※企業の営業譲渡や資本提携に対する取組みが顕著な地方銀行を称える賞

Ｄ．若手経営者、後継者の育成への取組み

「若手経営者」や「後継者」など次世代経営者の育成を支援するとともに、

当行と受講生および受講生同士の人脈構築の場を提供することを目的

として平成２５年７月に「とうほう次世代経営塾」を開講

【開催形式】

「事業戦略」「財務管理」「マネジメント」「自社アクションプラン

の作成」などに関するテーマで年８回（うち１回は合宿形式）の

実践講座を開催

○第一期生（平成２５年７月～平成２６年１月）

○第ニ期生（平成２６年７月～平成２７年１月）

【３２名（うち女性４名）】

【２７名（うち女性５名）】

【塾 生】
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

４

（２）事業承継が必要なお客さまへのサポート

Ｅ．後継者問題等の解決に向けたＭ＆Ａ成約事例

後継者不在の同業者（同地区）からの全株式譲受により、さらなる営業基盤の確保、新たなグループ戦略
の展開が可能となった事例

Ａ社
複数店舗を保有
（当行取引あり）

具

体

例

①

具

体

例

②

当行のお客さま２社間でのＭ＆Ａ（事業譲渡・譲受）成約により、「後継者問題の解決」と新たな販路取得
による「規模のメリット」の享受が図られた事例

株式譲渡
資金融資

Ｂ社株式
譲受後当 行

Ｂ社
１店舗を保有

（当行取引なし）

Ｂ社からの全株式
譲受打診を相談

全株式の
譲受打診

Ａ社株主 Ｂ社株主
株式譲受

資金の支払い

Ａ社
営業基盤の確保
新たなグループ戦略

Ｂ社役員へ
就任

Ａ社株主

Ｂ社
新経営陣
による運営

Ａ社
（会津地区）

他事業

Ｂ社
（いわき地区）

Ｂ事業

【課題】
社長が高齢

後継者が不在

事業譲渡前

【課題】
事業の拡張

Ａ事業の譲渡／譲受

Ａ社
（会津地区）

他事業

Ｂ社
（いわき地区）

Ｂ事業

【メリット】
後継者問題解決

（社長はＢ社顧問へ）

事業譲渡後

【メリット】
会津地区の販路取得
Ａ事業のみの事業譲受

Ａ事業
Ａ事業

【課題】
事業の拡張

【課題】
後継者不在
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

５

Ａ．再生可能エネルギー分野に関する取組み

メガバンク等との連携による再生可能エネルギー個別案件の取り込み

【融資実績累計：２１２件 ４３７億円】

Ｃ．６次産業化に関する取組み

「ふくしま地域産業６次化復興ファンド」への出資参加

出資総額２０億円のうち、４億円を出資（金融機関の出資額としては最大）

（３）成長段階における更なる飛躍が見込まれるお客さまへのサポート

「環境・再生可能エネルギー分野」「医療・介護分野」「アグリ分野」を主な成長産業とし、積極的な情報発信

のほか、個別案件の取組みを強化

【平成２６年度実績（投資決定）：１件 ２４０百万円】

Ｂ． （独）産業技術総合研究所との連携事業「アクションＪＡＴ」の実施

再生可能エネルギー分野の技術開発支援を目的として産総研

福島再生可能エネルギー研究所の研究内容をベースに産総研

とパートナー企業の連携を支援

○産総研からの説明会（平成２６年１１月） 【参加企業：１４６社】

○企業からの産総研へのプレゼン会（平成２７年２月）【参加企業： ４７社】
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

６

Ｄ．「国際営業部」を新設し、海外銀行との提携・

行員の海外派遣等によりお客さまの海外での事業

展開を積極的に支援

【業務提携･連携先一覧（平成２７年３月時点）】

（ａ）海外事業支援セミナーの開催（平成２６年７月）

（公的機関等の支援事業をテーマに開催）

（ｂ）海外での商談会の開催（共催）

５５０社出展

「ＦＢＣ上海２０１４

（ものづくり商談会）」

「ものづくり商談会

＠バンコク２０１４」

１５０社出展 【フィリピン】

メトロポリタン銀行

【インドネシア】

バンクネガラインドネシア

【台湾】

中國信託ホールディング

【ベトナム】

ベトコムバンク

【タイ】

カシコン銀行

行員派遣中（１名）

【韓国】

SBJ銀行（新韓銀行グループ）

【中 国】

中国工商銀行

福島県上海事務所

行員派遣中（１名）

【会計・税務・コンサル】
有限責任監査法人トーマツ
ﾃﾞﾛｲﾄ・ﾄｰﾏﾂﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ
【国際物流】
日本通運
【貿易保険】
日本貿易保険（NEXI）
【ハラル認証取得支援】

ハラル・ジャパン協会

【海外情報提供・コンサル】

大和証券
【海外リスクコンサル】
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
損害保険ジャパン

【海外セキュリティー対策】
ALSOK福島綜合警備保障
セコム

福島から世界へ

【インド】

インドステイト銀行

【シンガポール】
三菱東京ＵＦＪ銀行
シンガポール支店

行員派遣中 （１名）

ＴＯＨＯ ＢＡＮＫ

【アメリカ合衆国】

千葉銀行ニューヨーク支店

行員派遣（１名）予定



Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

７

（４）経営改善、事業再生等を必要とされるお客さまへのサポート①

Ａ．ビジネスマッチング機会・販路拡大機会の提供

（ａ）食の商談会の開催（平成２６年９月）

平成２６年度は福島県、ＪＡグループと初めて連携で開催

（当行としては平成１９年より８回目の開催）

（ｂ）当行独自通販事業の企画・協賛（平成２３年５月～）

風評被害に苦しむ県内事業者の販売支援を目的とした震災復興通販

事業の第３弾として、「ふくしま市場 うつくしま良品本舗」を企画・協賛

【食の商談会の様子】

【出展企業数：１６５社】

【商談実績：当日成約件数：７９件、継続商談件数：５４０件】

【ビジネスマッチング実績】

【平成２６年度実績：情報提供件数 １９１件、成約件数 １９７件】

【平成２４年度～平成２６年度累計：

情報提供件数 ５６５件、成約件数 ４７３件】

【累 計 販 売 実 績：１２２千個、４４２百万円】

【平成２６年度販売実績： ３２千個、１３５百万円】
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

８

（４）経営改善、事業再生等を必要とされるお客さまへのサポート②

Ｂ．不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資への取組み

【平成２６年度実績：５７件 ５５億円】 【累計実績：５３８件 ６０７億円】

（ａ）動産担保融資（ＡＢＬ）の取組み

個別動産・集合動産に対応できる商品を充実させ動産担保融資（ＡＢＬ）の積極的な活用を提案

（ｂ）売掛金モニタリングサービスの導入による債権譲渡担保の取扱い開始（平成２６年８月）

高度なシステム化により、評価・モニタリング・回収実務を省力化

（ｃ）「東邦・復興支援私募債」「東邦・環境私募債」等の私募債の積極的な引受け

ＴＯＨＯ ＢＡＮＫ

Ｃ．事業再生計画の策定支援に対する取組み

（ａ）地域の雇用確保やライフライン維持のため、事業再生が必要なお客さまに対して、中小企業再生支援

協議会の積極的な活用により改善計画を策定

【平成２４年度～平成２６年度累計：２１先】

（ｂ）認定支援機関との連携による計画策定支援費用補助制度等を活用した再建計画の策定を支援

【平成２６年度取組み実績：１５件 ４，５５５百万円】

【平成２４年度～平成２６年度累計：３５件 ８，５９４百万円】



Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

９

（４）経営改善、事業再生等を必要とされるお客さまへのサポート③

取引先

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

・
・
・

【食料品製造業・Ａ社】

②請求書発行

④代金支払い

当 行

融資契約

⑤返済

①売掛先登録

＜強み＞
○製品は国内外から高い評価を
受けている

○営業基盤確立しており安定した
販売先を多く有している

＜経営課題＞
○過去の設備資金の借入負担が
重く、恒常的に資金繰り資金が
必要な財務構造

○本来短期で調達すべき運転資金
も長期で調達していたため資金
調達構造の是正が必要

○担保不動産の不足

強み・経営課題の共有

③立替融資

融資部

営業店

＜資金繰り安定化への解決策検討＞
○Ａ社の実態把握（強み・経営課題）
○資金繰り構造の把握
（資金調達の長短是正が必要）

○短期資金による新規融資の検討
（売掛債権譲渡担保の活用）

経営課題解決策の
提案（短期資金・ＡＢＬ）

Ｄ．経営支援先に対し売掛債権譲渡担保（ＡＢＬ）を活用した融資の取組み（具体例）

【 取組みの概要とABLスキーム図 （①～⑤）】

過去の設備投資や収支低調により借入返済負担が重く恒常的に資金繰り資金が必要なお客さまに対し、
売掛債権譲渡担保（ＡＢＬ）を活用した当座貸越の融資提案・成約により資金繰り安定化が図られた事例

＜売掛債権譲渡担保（ＡＢＬ）のポイント＞
◆ 一般的な売掛債権譲渡担保は、販売先を個別評価することから売上高上位数社

程度となり調達金額も限定されるが、Ａ社の業種特性を勘案し集合債権として将来
発生する売掛債権を一括で評価するスキームを活用した。

◆ モニタリング方法についても毎月売掛金の入金状況と翌月入金予定資料をＡＢＬ
評価会社へ送付するのみでＡ社の事務負担軽減も図った。

＜売掛債権譲渡担保（ＡＢＬ）取組みによる成果＞
◆ 新たな資金調達手段の活用により資金調達の間口を広げるとともに、短期資金

調達によりＡ社の調達構造の是正につながった。
◆ Ａ社の事業収益資産を評価、担保取得したことにより、Ａ社の商流等、企業の

実態を把握することが可能となりお客さまとの更なる信頼関係構築につながった。
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Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

１．経営課題提案型営業を通じた顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

１０

（４）経営改善、事業再生等を必要とされるお客さまへのサポート④
Ｅ．顧客との強固なリレーションシップを背景とした債務整理・自主廃業支援への取組み（具体例）

長期にわたり構築してきた強固なリレーションシップを基に、コンサル会社等の協力を得て債務整理・自主
廃業を支援。従業員の雇用が継続されるとともに地域経済への影響が最小限に抑えられた事例

【スキーム図】

Ａ社
（水産物加工業）

主力部門を閉鎖

相談

スポンサー企業

当 行
景気低迷の影響

業況・資金繰り悪化

原発事故風評被害

東日本大震災事業者
再生支援機構買取

廃業を視野に支援
コンサル会社を紹介

所有不動産を売却

債務全額弁済

売却代金

事業譲渡

従業員の雇用継続

地域経済
の影響

最小限に抑える

A社は景気低迷の影響から平成２２

年に主力部門を閉鎖。さらに、翌年
に発生した原発事故の風評被害に
より急激に業況・資金繰りが悪化。

東日本大震災事業者再生支援機構との相談を開始するも、
多額の負債等により自力再建の道筋を見出すことは出来ず
再建策の検討を重ねるも事業を継続しても問題がさらに深
刻化すると判断。スポンサー企業を探し出すべくコンサル
会社をＡ社へ紹介。

スポンサー企業は半年も待たずに現れ、Ａ社
は所有不動産を売却。売却代金により所有
不動産を担保としていた債務を全額弁済。
Ａ社従業員の継続雇用を引受する内容で
事業譲渡契約を締結。

×多額の負債等
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１１

２．地域の面的再生への積極的な参画

Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

（１）自治体との連携による地域経済活性化への取組み

Ｂ．包括連携協定の締結

地方自治体や地域が抱える課題に連携して取組み、地域の復興・発展に貢献

するため地方自治体との「包括連携協定」を締結

【喜多方市との包括連携協定締結式】

Ｃ．「ふくしまＰＰＰ／ＰＦＩ研究会」の創設（平成２６年４月）

今後２年をかけてＰＰＰ／ＰＦＩ事業の基礎・応用知識、具体化に向けたスキル等

の習得を目的とした勉強会を開催し、県内のＰＰＰ／ＰＦＩ事業の普及を促進

【包括連携協定先：１６先】

【参加団体：３８先（うち自治体は２３先）】
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Ａ．地方創生サポートチームの創設

本部と営業店が一体となり、「地方版総合戦略」の策定

および円滑な施策の実施について、積極的に参画する

ことを目的に創設

自治体へのヒアリングやアンケート等の実施により自治

体が抱える課題に積極的に関与しリレーションを強化

東邦銀行
「地方創生サポートチーム」

本部長：営業本部長
メンバー：全営業店長

外部専門
機関・
大学等

首都圏・
海外との
ﾈｯﾄﾜｰｸ

地方公共団体

課題・
ニーズの
収集

サポートメニューの実行
○創業支援 ○成長産業支援

○地場産業支援 等



２．地域の面的再生への積極的な参画

Ⅱ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

（２）東日本大震災事業者再生支援機構、福島産業復興機構を有効活用したお客さまの事業

再生支援

Ａ． 両機構の概要

東日本大震災により被害を受けた事業者に対し、金融機関から既往債権の買取を行い、事業者の資金

繰り負担を軽減するとともに、「債権の劣後化」を行うことによって、金融機関からの融資を受けやすくする

Ｂ．当行の活用状況

買取規模：１００億円
対象地域：被災県ごと
組織形態：投資事業有限責任組合

福島産業復興機構

目 的 ：東日本大震災や原発事故で

甚大な被害を受けた事業者に

対し、債権買取の支援を行う
買取規模：５，０００億円
対象地域：東日本大震災の被災地域
組織形態：株式会社

東日本大震災事業者再生支援機構

目 的 ：東日本大震災の被害により

過大な債務を負った事業者に

対して事業再生を支援する

当行は、両機構との連携を強化し債権買取によるお客さまの事業再生を積極的に支援

１２

【両機構の活用状況】 （単位：先）
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当行メイン 当行メイン 当行メイン

買取決定・買取実行済 18 12 25 14 43 26

買取へ向けて調整中 10 6 0 0 10 6

相談継続 6 3 3 3 9 6

産業復興機構
東日本大震災事業者

再生支援機構 計



津波被災地域における防災集団移転促進事業に伴う被災者支援対応として用地
買取取得代金相当額の内入返済を受けることで、担保解除に応じ、返済条件変更
についても柔軟に対応

１３

２．地域の面的再生への積極的な参画

Ⅱ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

（４）移動店舗車の導入

（５）防災集団移転促進事業に伴う被災者支援への取組み

【累計実績：相談受付件数 １８件、担保解除済件数 １６件】

Ａ．原発事故の影響により、避難を余儀なくされているお客さまへ金融サービスを

提供する目的で移動店舗車「とうほう・みんなの移動店舗」を導入（営業開始は

平成２７年４月～）

Ｂ．お客さまからご要望の多かった口座開設、公共料金支払い等幅広い取引が

可能

【移動店舗車の外観】
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（３）福島県内金融機関による「災害時相互協力に関する協定書」を締結
Ａ．福島県を主な営業基盤とする１５金融機関間で締結（業態を越えた連携は全国初）

Ｂ．各営業地域において災害が発生した場合でも、地域の皆さまに安心して

金融サービスをご利用いただける体制を強化

【協定参加金融機関】

【災害時相互協力に関する協定締結式】

＜協定参加金融機関＞
【地方銀行（3）】東邦銀行、福島銀行、大東銀行
【信用組合（4）】福島県商工信用組合、いわき信用組合、相双五城信用組合、会津商工信用組合
【信用金庫（8）】会津信用金庫、郡山信用金庫、 白河信用金庫、須賀川信用金庫、

ひまわり信用金庫、あぶくま信用金庫、二本松信用金庫、福島信用金庫



３．専門的な人材育成への取組みや積極的な情報発信

１４

Ⅱ ．これまでの地域密着型金融推進計画の取組み（平成２４年度～平成２６年度）

（２）外部機関への行員派遣による専門的な人材の育成

Ｍ＆Ａをはじめとする事業承継や国際業務、プロジェクトファイナンス等の業務習得のために

外部機関へ行員を積極的に派遣し、専門的な人材を育成

（３）地域密着型金融への取組み状況に関する積極的な情報発信

当行の地域密着型金融推進計画の取組み状況については、ディスクロー

ジャー誌やお客さま向け業況説明会、インターネットホームページ等に

より、積極的に情報を発信

福島県、郡山市、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、カシコン銀行 等

【主な派遣先】

【お客さま向け業況説明会の様子】

（１）「目利き能力」向上のための継続的な取組み

「地域密着型金融推進計画における対応研修実施計画書」を策定し、積極的に外部団体への派遣や

研修を実施

【外部団体派遣 ：平成２６年度実績 ５０名、平成２４年度～平成２６年度累計 ９５名】

【行内研修参加者：平成２６年度実績 ２９７名、平成２４年度～平成２６年度累計 ６３２名】
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金融再生法開示債権比率は１．３９％まで低下（部分直接償却を実施した場合は１．１０％） いずれも２％を切る低水準

金融再生法開示債権の推移

信用コストの推移

金融再生法開示債権比率の推移

【ご参考】
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正常債権 26,701億円

（９８．６０％）

金融再生法開示債権 ３７７億円 （1.３９％)
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3７７427

破産更正債権等

危険債権

要管理債権

（ピーク時：13年3月）
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「破産更生債権等」について、回収困難と認められる額に対し個別貸倒引当金の計上ではなく、 貸倒償
却として債権額から直接減額すること。

地銀トップクラスの

低水準

金融再生法開示債権比率
10.35％
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１．今後の課題

１６

Ⅲ ．今後の課題と取組み方針

（１）これまでの地域密着型金融への取組みや現在も原子力発電所事故の影響を受けている県内の現状を踏まえ、当行が「福島県の

復興から成長へ向けた発展」に貢献していくためには、地域密着型金融の一層の推進を図っていくことが重要であると考えています。

（２）今後も外部機関や地方自治体等との連携を深めながら、お客さまに対するコンサルティング機能を発揮し、地域企業の成長支援・

地域の面的再生への取組みにおける積極的な参画が必要であると認識しています。

（３）そのためにも専門的な人材の育成が重要であり、目利き能力向上や経営支援等に関するスキル向上を目的とした研修の開催など

により、今後も継続して専門的知識を有した人材を育てていくことが課題と認識しています。

２．地域密着型金融の推進にあたっての取組み方針

（１）当行は、平成２７年４月よりスタートした中期経営計画「とうほう“サミット”プラン」～ 裾野を広く・山を高く ～におきまして、「ふくしま

の“復興から成長”への貢献」「お客さまから選ばれる銀行づくり」「持続可能な企業体質の確立」の３つの基本方針を掲げ、各種施策

への取組みを進めています。

（２）地域密着型金融の推進にあたっては、この「とうほう“サミット”プラン」および「地域密着型金融に関する基本的考え方」を踏まえ、

下記の３項目への取組みを積極的に進めてまいります。

お客さまへのコンサルティング
機能の発揮

地域の面的再生への積極的な参画

専門的な人材育成への取組みや
積極的な情報発信
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お客さまと日常的・継続的な関係を強化するとともに、経営目標の実現や経営課題
の解決に向けて外部機関と連携しながら、お客さまのライフステージに応じた最適
なソリューションを提案します。

地方公共団体等と連携し、地域における成長分野の育成や産業集積による高付加
価値化 など地域の面的再生に向けた取組みに積極的に参画していきます。

コンサルティング機能の発揮や地域の面的再生への積極的な参画への取組みを
支えていくための専門的な人材の育成と積極的な情報発信に努めていきます。



１．お客さまへのコンサルティング機能の発揮

１７

Ⅳ ．新たな地域密着型金融推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

（１）日常的・継続的な関係強化と経営の目標や課題の把握・分析
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○さまざまなライフステージにあるお客さまの事業内容や成長可能性などを適切に評価し、経営課題

解決策の提案・支援の実施
事業性評価への取組み

○お客さまと日常的・継続的な接点を持つことによる信頼関係の構築

○お客さまのニーズや課題を共有したうえでの適切な解決策の提案・お客さまと一体となった課題解決

に向けた取組み

経営課題提案型営業の実践

施策等の内容取組み項目

（２）最適なソリューションの提案

○行政機関

○公的支援・研究機関

○学術機関

○各種コンサルティ

ング会社

○「とうほう次世代経営者倶楽部」会員向けトップスクール
「とうほう次世代経営塾」の継続開催

○起業家応援相談会の継続開催

○当行各種ファンド、クラウドファンディングの活用

○各種補助金や支援制度等のお客さまへの発信

○創業・新事業開拓

支援への取組み

○成長産業支援

創業・新事業開拓を目指す
お客さまへのサポート

外部専門家、外部機関
等との連携施策等の内容取組み項目

お客さまの
ライフステージ類型



１．お客さまへのコンサルティング機能の発揮

１８

Ⅳ ．新たな地域密着型金融推進計画（平成２７年度～平成２９年度）
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（２）最適なソリューションの提案

○行政機関

○公的支援・研究機関

○学術機関

○メガバンク、大手商社、

大手メーカー

○外部マッチング機関

○ＪＥＴＲＯ、中小機構、

海外提携地場銀行

○「食」「観光」「ものづくり」分野における各種商談会、

個別マッチング実施による販路開拓支援

○「ものづくり」産業における販路開拓・技術開発

支援

○再生可能エネルギー分野、医療福祉機器産業等、

成長産業の個別案件への積極的な関与

○当行各種ファンド、クラウドファンディング、ＡＢＬの

活用

○海外事業セミナー・アジアビジネスセミナーの

積極的な開催

○外部機関との連携に

よるビジネスマッチング

への取組み

○多様なニーズに応じた

金融サービスの提供

○海外事業支援セミナー、

アジアビジネスセミナー

の開催

成長段階におけるさらなる飛
躍が見込まれるお客さまへ
のサポート

○他金融機関

○福島県中小企業再生
支援協議会、福島県経
営改善支援センター、Ａ
ＳＥＦ、ＴＫＣ会員等

○㈱東日本大震災事業
者再生支援機構、福島
産業復興機構

○中小企業再生支援協議会、認定支援機関等、

外部機関活用による再建計画の策定支援

○復興支援ファンドを積極的に活用したリスクマネー

供給の取組み強化

○東京電力賠償金の終了により業況悪化が懸念

されるお客さまへのサポート強化

○お客さまのライフス

テージに応じた経営改

善・事業再生支援活動

の展開

○東京電力賠償金を

受領しているお客さま

へのサポート

経営改善や事業再生、業種
転換が必要なお客さまへの
サポート

外部専門家、外部機関
等との連携施策等の内容取組み項目

お客さまの
ライフステージ類型



１．お客さまへのコンサルティング機能の発揮

１９

Ⅳ ．新たな地域密着型金融推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

ＴＯＨＯ ＢＡＮＫ

（２）最適なソリューションの提案

○東日本大震災中小

企業復興支援ファン

ド、うつくしま未来

ファンド

○二重ローン買取ファンド、ＤＤＳの活用による過剰債務

問題への対応支援強化

○お客さまの実状に応じた返済条件変更等への柔軟な

対応

○被災者支援として実施している据置措置（元金・元利

金措置）等、返済条件変更対応の継続

○防災集団移転促進事業への対応の継続実施

○返済条件変更への

柔軟な対応

○防災集団移転促進

事業に伴う被災さ

れたお客さまへの

支援

経営改善や事業再生、業種
転換が必要なお客さまへの
サポート

○資産税特化型等の

税理士法人

○中小企業投資育成

○Ｍ＆Ａ支援会社

○社長交代期にあるお客さまの自社株承継対策による

支援

○後継者不在企業情報の収集強化及び事業承継・相続

対策の提案を切り口としたＭ＆Ａ案件化の推進

○業界再編業種に対するＭ＆Ａ対応と経営支援先に

対するＭ＆Ａマッチング支援の実施

○事業承継・Ｍ＆Ａ

への取組み

事業の持続可能性が見込ま
れないお客さま・事業承継が
必要なお客さまへのサポート

外部専門家、外部機関
等との連携施策等の内容取組み項目

お客さまの
ライフステージ類型



２．地域の面的再生への積極的な参画

２０

Ⅳ ．新たな地域密着型金融推進計画（平成２７年度～平成２９年度）
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○行政機関

○日本政策投資銀行

○とうほう地域総合

研究所 等

○自治体が策定する「地方版総合戦略」の策定及び推進への積極的な参画

○ＰＰＰ／ＰＦＩに関する利用の促進

まち・ひと・しごと創生「地方
版総合戦略」の策定・推進
支援

外部専門家、外部機関
等との連携

施策等の内容取組み項目

３．専門的な人材育成への取組みや積極的な情報発信

－

○臨店、融資業務関連研修講座等の実践的な研修を継続展開し、融資力・

目利き力・経営支援スキル向上に向けた人材育成

○女性の融資担当者育成に向けた継続的な取組み

融資力・目利き力・経営

支援スキルの向上に向けた

臨店・研修の実施

○全国地方銀行協会
○お客さま・個人投資家向け業況説明会、ディスクロージャー誌、インターネット

ホームページ等による積極的な情報発信

地域や利用者に対する積極
的な情報発信

外部専門家、外部機関
等との連携

施策等の内容取組み項目



各種商品などのお問い合わせは、最寄の支店

もしくは下記の窓口へ、お気軽にご相談ください。

●各種商品・サービス内容のお問い合わせ

・ハローサービスセンター ０１２０－１４－８６５６

●事業資金のご相談（金融円滑化に関するご相談）

・ビジネスローンプラザ ０１２０－１０４７－１７

●個人向けローンのご相談（金融円滑化に関するご相談）

・「福島」 「郡山」 「八山田」 「白河」 「須賀川」

「会津」 「いわき平」 「いわき鹿島」 「仙台」

の個人向けローン専門店 ０１２０－６０８－１０４

●ご意見・ご要望等の受付窓口

・「お客さま相談室」 ０２４－５２３－３１３１

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

東邦銀行 総合企画部

TEL ０２４－５２３－３１３１

FAX ０２４－５２４－１４２５

東日本大震災により被災されたお客さまの、預金

や金融商品などのお取引、融資のご返済に関する

ご相談や新規申込みなど、さまざまなご相談を受け

付けております。

●被災されたお客さまのご相談

・０１２０－１４－８６５６

●臨時休業店舗でお取引のお客さまのご相談

・０１２０－１０４－１５７

トーホーなら いーな

ローンは トーホー

トーホー ハローコール

Ⅴ．その他

２１

ＴＯＨＯ ＢＡＮＫ


